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告 示

�愛媛県告示第３３８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和６年４月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３３９号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和６年４月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３４０号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和６年４月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

八幡浜市穴井５番耕地２６９の４、５番耕地２７１の４、５番耕地２７

１の５、５番耕地２７１の７（以上４筆国有林）

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

住友別子病院 新居浜市王子町３番１号 医療法人住友別
子病院

令和９年
３月３１日
まで

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 大�保山地区
（愛南町） 令和６年２月２９日

毎週（火・金）曜日発行 第５００号 令和６年４月１２日

令和６年４月１２日金曜日 第５００号
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�愛媛県告示第３４１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、今治広域都市計画地区計画

の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧

に供する。

令和６年４月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市阿島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和６年４月１２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市金子土地改良区の定款の変更を認可した。

令和６年４月１２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�������
�愛媛県告示第３４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市上泉川土地改良区の定款の変更を認可した。

令和６年４月１２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�������
�愛媛県告示第３４６号
西条市氷見土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和６年４月１２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 西条市氷見土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画書

の写し

� 西条市氷見土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

令和６年４月１８日から５月２０日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�愛媛県告示第３４２号
次のとおり落札者を決定した。

令和６年４月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年４月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県漁業取締船用燃料
軽油（免税・ＪＩＳ Ｋ２２０４ ２号）
１リットル当たりの単価

愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和６年３月２１日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町二
丁目９番１２号

１１５．５０円 一般競争入札 令和６年１月３０日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 前 田 雅 彦 新居浜市多喜浜５－１１－１２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 下 正 光 新居浜市荷内町１１－１８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９４号
西条市中野丙１２１番９地先から

同市中野丙１２２番１７地先まで

旧 １０．５～１３．９ ０．１８０

新 １５．２～２７．４
８．２～８．２

０．１８０
０．０３０
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人事委員会規則

�������
�愛媛県告示第３５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第３０条第２項の規定により、道前道後土地改良区連合の定款の変

更を認可した。

令和６年４月１２日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第３４８号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

令和６年４月１２日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第３４９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和６年４月１２日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第３５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年４月１２日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県人事委員会規則６―２２１
職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年４月１２日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規則

職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５１５００１１０ 有限会社さくら 愛媛県東温市北方３０５１
番地２ 櫻 田 直 也

児童発達支援
保育所等訪問
支援

さくらんぼ３号館 愛媛県東温市西岡甲９８
６番地５

令和６年
４月１日

３８５１５００１７７ 南予フィールドサービ
ス株式会社

愛媛県宇和島市伊吹町
乙３８５番地３３ 定 岡 政 幸

児童発達支援
放課後等デイ
サービス

多機能型事業所ｍｏｏ
ｉ

愛媛県東温市則之内甲
２１６３－１

令和６年
４月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１０００２４３ 社会福祉法人伊予市社
会福祉協議会

愛媛県伊予市米湊７２３
番地１ 上 本 昌 幸 居宅介護

同行援護
伊予市社協双海居宅介
護事業所

愛媛県伊予市双海町上
灘甲５８２１番地６

令和６年
４月１日

３８１１０００２５０ 社会福祉法人伊予市社
会福祉協議会

愛媛県伊予市米湊７２３
番地１ 上 本 昌 幸 居宅介護

同行援護
伊予市社協中山居宅介
護事業所

愛媛県伊予市中山町出
渕２番耕地１３８番地１

令和６年
４月１日

３８１３５１０３２２ 株式会社Ｒａｄｉａｎ
ｔ

愛媛県伊予郡松前町大
字筒井１５７３番地１ 菊 地 里 奈 就労継続支援

Ｂ型
就労継続支援Ｂ型事業
所 Ｒａｄｉａｎｔ

愛媛県伊予郡松前町大
字筒井１５７３番地１

令和６年
４月１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第１号

令和６年４月２日
伊予市下吾川字南西原１７３４番

伊予市下吾川２９番地３

株式会社岩崎冷販
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選挙管理委員会告示

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１９号
愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年１１月愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を改正する規程を次のように定める。

令和６年４月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

愛媛県選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年１１月愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第７（第６条関係）

選考により採用する職

別表第７（第６条関係）

選考により採用する職

１ 法令により次に掲げる資格を必要とする職

�～� 省略

� 学芸員、海技士、小型船舶操縦士、無線通信士、航空

整備士、職業訓練指導員、一級建築士及び社会福祉士

２ 省略

１ 法令により次に掲げる資格を必要とする職

�～� 省略

� 学芸員、海技士、小型船舶操縦士、無線通信士、航空

整備士、職業訓練指導員及び一級建築士

２ 省略

別表第９（第２２条関係） 別表第９（第２２条関係）

省略

任命権者 職 氏 名

省略

省略

任命権者 職 氏 名 �

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 年齢の欄には、発令予定年月日における満年齢を記入す

ること。

別表第１０（第２２条関係）

注 省略

別表第１０（第２２条関係）

省略

任命権者 職 氏 名

省略

省略

任命権者 職 氏 名 �

省略

注 省略

別紙 省略

別表第１１（第２２条関係）

注 省略

別紙 省略

別表第１１（第２２条関係）

省略 省略

ふり がな

氏 名 男・女
年 月 日生 ふり がな

氏 名 男・女
年 月 日生

（満 歳）

省略 省略

別表第１２（第２２条関係） 別表第１２（第２２条関係）

省略 省略

氏 名 男・女
年 月 日生

氏 名 男・女
年 月 日生

（満 歳）

省略 省略
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２０号
令和６年４月２日開催の委員会において、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８７条第１項の規定による選挙の結果、次の者が委

員長に就任した。

令和６年４月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

附 則

この規程は、告示の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第２１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

令和６年４月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第２２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

令和６年４月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

日本共産党中予地区委員
会 片 岡 朗 代 表 者 片 岡 朗 杉 村 千 栄 令和６年２月１８日

自由民主党砥部支部 松 � 浩 司 主たる事務所の所在地 伊予郡砥部町拾町２４３－２ 伊予郡砥部町外山３５０ 令和６年２月２２日

代 表 者 松 � 浩 司 山 口 元 之

会 計 責 任 者 木 下 敬二郎 原 田 公 夫

改 正 後 改 正 前

（委員長の選挙）

第１条 省略

２ 省略

３ 委員長が選挙されたときは、愛媛県選挙管理委員会（以下「委

員会」という。）は、その住所及び氏名を告示するものとする。

ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住

所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることがで

きる。

（委員長の選挙）

第１条 省略

２ 省略

３ 委員長が選挙されたときは、愛媛県選挙管理委員会（以下「委

員会」という。）は、その住所及び氏名を告示するものとする。

住 所 氏 名

松 山 市 三 好 賢 治

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

下司さちこ後援会 下 司 早智子 下 司 繁 樹 四国中央市金田町半田乙５７－５ 令和６年３月６日

浜田るか後援会 濱 田 瑠 華 九 谷 紀 子 東温市牛渕１６３１－１ 令和６年３月６日

みやざきめぐみ後援会 宮 � 恵 宮 � 元 四国中央市金田町金川９８５－４ 令和６年３月１２日

青空えひめの会 藤 田 一 成 福 田 剛 松山市道後樋又２－２１ 令和６年３月２５日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

令和６年４月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

１ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

参政党愛媛第１支部 浅 湫 和 子 会 計 責 任 者 木 下 幹 雄 高須賀 郁 令和６年２月２５日

自由民主党愛媛県柔道整
復師会支部 大 川 健 介 会 計 責 任 者 福 井 宏 治 武 田 満 夫 令和６年３月１日

参政党愛媛第２支部 川 浪 郁 美 会 計 責 任 者 小 野 泉 渡 邊 宗 平 令和６年３月１３日

日本維新の会衆議院愛媛
県第２選挙区支部 梶 野 耕 佑 会 計 責 任 者 梶 野 耕 佑 梶 野 美知子 令和６年３月１９日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

かたひらえみ後援会 曽 根 康 夫 代 表 者 曽 根 康 夫 谷 井 実 令和５年４月１日

会 計 責 任 者 松 木 一 雄 安 藤 秀 夫

幸福実現党松山中央後援
会 檜 垣 雄 次 会 計 責 任 者 桃 田 妙 子 森 田 浩 二 令和５年１２月２６日

森�康行後援会 石 村 拓 朗 会 計 責 任 者 石 村 朋 代 森 � 康 子 令和６年２月２０日

伊藤謙司後援会 白 石 徳 三 会 計 責 任 者 伊 藤 洋 美 松 木 英 明 令和６年３月１日

愛媛県柔道整復師連盟 大 川 健 介 会 計 責 任 者 福 井 宏 治 武 田 満 夫 令和６年３月１日

南の風を創る会 赤 松 洋 子 代 表 者 赤 松 洋 子 赤 松 泰 伸 令和６年３月１日

全国小売酒販政治連盟愛
媛県支部 忽 那 秀 亮 主たる事務所の所在地 松山市千舟町七丁目７－３ 松山市宮西一丁目１－２ 令和６年３月１０日

代 表 者 忽 那 秀 亮 山 口 俊 一

会 計 責 任 者 忽 那 秀 亮 山 口 俊 一

石川みのる後援会 新 田 弘 代 表 者 新 田 弘 阿 部 幸 信 令和６年３月１１日

国際勝共連合愛媛県本部 石 垣 貢 会 計 責 任 者 佐 藤 信治郎 石 垣 貢 令和６年３月１２日

八木くにやす後援会 八 木 邦 靖 主たる事務所の所在地 西条市丹原町丹原２０２－１ 今治市高市甲２０３－３ 令和６年３月１５日

梶野こうすけ後援会 梶 野 耕 佑 会 計 責 任 者 梶 野 耕 佑 梶 野 美知子 令和６年３月１９日

池内邦仁後援会 池 内 邦 仁 主たる事務所の所在地 伊予郡松前町大字神崎１４９－
１

伊予郡松前町大字神崎３３７－
１ 令和６年３月２０日

塩出崇後援会 塩 出 崇 会 計 責 任 者 塩 出 洽 西 原 俊 基 令和６年３月２５日

岡雄也後援会 岡 雄 也 代 表 者 岡 雄 也 戒 田 平 人 令和６年３月２９日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

河 野 裕 保 後 援 会 浅 野 幸 雄 令和５年１２月６日

井 出 健 司 後 援 会 井 出 邦 子 令和５年１２月３１日

山 内 孝 二 後 援 会 大 西 賢 令和５年１２月３１日

本 藤 重 一 後 援 会 桜 田 修 二 令和６年３月１０日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定に

より、次のとおり同項第２号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があった。

令和６年４月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

�愛媛県選挙管理委員会告示第２４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

令和６年４月１２日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

濱 田 瑠 華 東温市議会議員 浜田るか後援会 東温市牛渕１６３１－１ 令和６年３月３日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 資金管理団体でな
くなった年月日

赤 松 泰 伸 南 の 風 を 創 る 会 令和６年３月１日

令和６年４月１２日 発行


